
金 円

金 円

自 令和 8 年 4 月 1 日

至 令和 9 年 3 月 31 日

松戸市　子ども部　　保育課

設　　計　　書

委託期間

委託名称

委託場所 松戸市立八柱保育所他３か所

松戸市立保育所一般廃棄物収集運搬業務委託（第４地区）

委託価格

委託費計

課長子ども部長 技監補 係長指導監 検算補佐 主査 担当



単価 小計

一般廃棄物収集運搬費（年額）

(八柱保育所他３か所)

収集運搬費（4施設） 1 式 第1表参照

諸経費 1 式

計

委託価格

消費税及び地方消費税の額

本委託費計

松戸市　子ども部　　保育課

内　　訳　　書

工種
金額

摘要名称 規格寸法 数量 単位



単価 小計

1ヶ月ごみ収集運搬費

1 可燃ごみ収集運搬費（週3回） 13 日 第1代価表

2 その他プラスチックなどのごみ収集運搬費（月１回） 1 日 第1代価表

3 不燃ごみ収集運搬費（月１回） 1 日 第3代価表

4 資源ごみ収集運搬費（月3回） 3 日 第3代価表

合計

1年間ごみ収集運搬費 12 月

松戸市　子ども部　　保育課

第１表

工種
金額

摘要名称 規格寸法 数量 単位



可燃ごみ、プラスチックなどのごみ収集業務委託価格計算書

単価 小計

A 燃料費 軽油 46.4 リットル

建設機械等損料表
5.8*8ｈ
建設物価

B 一般運転手 人 千葉県積算単価

C 普通作業員 人 千葉県積算単価

D 車両損料（4t/184馬力） 8.0 時間 第1車両損料計算書参照

E タイヤ損料 8.0 時間 千葉県積算単価

F 合計（１日あたり）

G ４保育所あたり（１回） （Ｆ/8時間）*第2代価表B

松戸市　子ども部　　保育課

第１代価表

工種
金額

摘要名称 規格寸法 数量 単位



A １保育所あたり作業時間 11.0 分

B ４保育所あたり作業時間 0.73 時間

松戸市　子ども部　　保育課

第２代価表

工種 名称 規格寸法 数量 単位 摘要



単価 小計

A 損料 4t／184馬力 8 ｈ 建設機械等損料表

車両損料

松戸市　子ども部　　保育課

第１車両損料計算書

工種
金額

摘要名称 規格寸法 数量 単位



不燃ごみ、資源ごみ収集業務委託価格計算書

単価 小計

A 燃料費 軽油 30.4 リットル

建設機械等損料表
3.8*8ｈ
建設物価

B 一般運転手 人 千葉県積算単価

C 普通作業員 人 千葉県積算単価

D 車両損料（2t/120馬力） 8.0 時間 第3車両損料計算書参照

E タイヤ損料 8.0 時間 千葉県積算単価

F 合計（１日あたり）

G ４保育所あたり（１回） （F/8時間）*第4代価表B

松戸市　子ども部　　保育課

第３代価表

工種
金額

摘要名称 規格寸法 数量 単位



A １保育所あたり作業時間 9.0 分

B ４保育所あたり作業時間 0.60 時間

松戸市　子ども部　　保育課

第４代価表

工種 名称 規格寸法 数量 単位 摘要



単価 小計

A 損料 2t／120馬力 8 ｈ 建設機械等損料表

車両損料

松戸市　子ども部　　保育課

第３車両損料計算書

工種
金額

摘要名称 規格寸法 数量 単位



仕様書 

 

 本仕様書は「松戸市立保育所一般廃棄物収集運搬業務委託（第４地区）」について適用す

るものである。なお、本仕様書は、基本的な事項を定めたものであり、特定の定めがない場

合であっても、業務遂行上当然必要な事項については、受託者の負担でこれを実施するもの

とする。 

 

１．事業名称  松戸市立保育所一般廃棄物収集運搬業務委託（第４地区） 

 

２．事業場所  松戸市立八柱保育所他３か所 

      （別紙「第４地区 該当保育所一覧」 参照） 

 

３．履行期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４．業務内容    松戸市立八柱保育所他３か所より排出される事業系一般廃棄物 

（以下「廃棄物」という。）の収集及び処理施設等への運搬 

 

５. 廃棄物の種類、収集日 

番号 廃棄物の種類 収集日 

① 可燃ごみ 月・水・金 

② プラスチックなどのごみ 月１回 

③ 不燃ごみ 月１回 

④ 資源ごみ（ビン類・缶類） 月２回 

⑤ 資源ごみ（紙類・布類） 月１回 

※①について、月曜日が祝日の場合は翌日、水曜日及び金曜日が祝日の場合は前日に収集を

行うものとする。 

※上表①以外の収集日については、委託者と協議し別途定めるものとする。 



６. 収集場所    松戸市立八柱保育所他３か所内の所定ごみ集積所 

 

７. 廃棄物の搬入先、予定数量 

番号 廃棄物の種類 搬入先 予定数量 

① 可燃ごみ 

和名ケ谷クリーンセンター 

別紙「第４地区 

ごみ予定数量表」

参照 

② プラスチックなどのごみ 

③ 不燃ごみ 松戸市リサイクルセンター 

④ 資源ごみ（ビン類・缶類） 

民間資源化施設 

⑤ 資源ごみ（紙類・布類） 

（１）可燃ごみ、プラスチックなどのごみ、不燃ごみについては、市の指定する上記の処理

施設へ搬入すること。 

（２）資源ごみ（ビン類・缶類）の搬入先は一般廃棄物処理業（処分業）の許可を受けた市

内の民間資源化施設とし、資源ごみ（紙類・布類）の搬入先は市内の紙問屋とする。

また、搬入先及び処理手数料については、落札後契約締結までに市へ報告すること。 

 

８. 搬入方法 

（１）収集した廃棄物を処理施設等へ搬入する際には、各施設の指定する方法、車両により

搬入を行うこと。また、各施設の指示に従うこと。 

（２）処理施設等への搬入は、原則収集日と同日とする。 

 

９. 報告 

受託者は、各月の業務完了後、翌月１０日までに次の書類の提出をもって報告を行うこと。 

（１）一般廃棄物処分量検収簿兼報告書（様式１） 

（２）計量伝票等、搬入重量が確認できるもの 

※本業務の廃棄物以外を併せて回収した場合には、合計重量での計量伝票とする。 

 

１０. 一般事項 

（１）収集予定数量については、市の都合により増減があっても、受託者は一切の異議を申

し立てないものとする。 

（２）収集日は原則として日曜、祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く日

とする。ただし、年末年始と収集日が重なる場合は、市と協議するものとする。 

（３）収集日については協議のうえ、変更する場合がある。 



（４）収集にあたっては、集積所内の廃棄物を全て収集し、積み残しをしないこと。また、

廃棄物の飛散防止に努めるとともに、積み残しが発覚した際には、速やかに対応する

こと。 

（５）収集は、原則として午前９時から午後４時までの間に行うものとする。ただし、特別

の事由により業務が終了しないときは、この限りではない。また、収集時間について

は各保育所と協議し、極力要望に応えられるよう努めること。 

（６）受託者は、月毎に契約金額（収集運搬費）の１２分の１の額と、当月分の処理数量に

一般廃棄物処理手数料を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた額）の支払い請求書をそれ

ぞれ市に提出し、市はこれを審査し妥当な場合は、請求を受けた日から２５日以内に

支払うものとする。 

（７）一般廃棄物処理手数料については、「９ 報告」に基づき、実績に応じて支払うもの

とする。 

（８）収集時にごみの計量を行い、「一般廃棄物処分量検収簿兼報告書（様式１）」に処分量

を記載して保育所職員の確認と検収印をもらうこと。 

（９）受託者は、使用する車両に自動車損害賠償任意保険の対人賠償保険、対物賠償保険及

び車両相当額の車両賠償保険に加入しなければならない。 

 

１１. その他 

（１）受託者は、一般廃棄物処理業許可証の写しを提出すること。許可事項に変更があった

ときは、速やかにその旨を委託者に申し出るとともに、変更後の許可証の写しを提出

すること。 

（２）業務を実施するにあたり、受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４

５年１２月２５日法律第１３７号）、その他関係法令を遵守すること。 

（３）業務において、前項の関係法令に違反した業務を行い、又は過失によって松戸市立保

育所又は第三者に損害を与えた場合は、受託者がその責を負わなければならない。 

（４）業務の履行に際し、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（５）この仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、この仕様書に定めが無い事項について

は、別途協議するものとする。 



保育所名 住所 電話

1 八柱保育所 日暮4-5-2 047-392-2955

2 松ケ丘保育所 松戸新田554-2 047-368-9191

3 二十世紀ケ丘保育所 二十世紀が丘戸山町73 047-391-2200

4 梨香台保育所 高塚新田494-9 047-391-3710

第４地区　該当保育所一覧



（単位：ｋｇ）

保育所名 可燃ごみ プラスチックなどのごみ 不燃ごみ 資源ごみ 合計

八柱保育所 17,414 54 120 242 17,830

松ケ丘保育所 5,958 2 82 312 6,354

二十世紀ケ丘保
育所

9,049 120 124 156 9,449

梨香台保育所 8,416 24 34 210 8,684

合計 40,837 200 360 920 42,317

※注意　

入札書に記載する金額は、収集運搬費等の金額です。

一般廃棄物処理手数料は、実績に応じた支払いですので、

入札書に記載する金額には含めないで下さい。

数量については、あくまで予定となりますので、大きく変動する場合がございます。

第４地区　ごみ予定数量表



第　　　　　　　地区

日 曜日 可燃ごみ プラスチックなどのごみ 不燃ごみ
資源ごみ

（ビン類・缶類）
資源ごみ

（紙類・布類）
検収印（保育所印）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計

※なお、集計した月の計は、小数点以下を切り捨てるものとする。

　ただし集計した月の計が１kg未満については１kgとする。 合計欄

一般廃棄物処分量検収簿兼報告書　（　　　　月分）

保育所

【様式１】
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